
 

１５０８ ＬＤＣ無税・無枠拡大措置の概要 

 

 

平成１７年１２月、ＷＴＯ香港閣僚会議に先立ち発表した我が国の「開

発イニシアチブ」において、ＬＤＣ産品に対して原則無税無枠の市場ア

クセスを供与することを約束しました。続く１２月１８日のＷＴＯ香港

閣僚宣言においては、すべてのＬＤＣに対しタリフラインで９７％以上

の産品について無税・無枠の市場アクセスを供与することが合意されま

した。 

これらを踏まえ、平成１９年度関税改正においてＬＤＣ特恵の拡充が

行われ、平成１９年４月１日より、原則としてすべての品目をＬＤＣ無

税・無枠措置の対象とすることとされました。本措置により、ＬＤＣ産

品のうち無税・無枠措置の対象となる品目の割合は、品目ベースで、そ

れまでの約８６％から、香港閣僚宣言における合意水準を上回る約９

８％まで拡大されました。 

 

（品目数は拡大措置時点（平成１９年４月１日）。） 

ＬＤＣ無税無枠拡大に伴う対象品目数の変化 

    

  主な品目 
合計 

品目数 

総品目に 

占める割合

拡大措置前の対象品目

① 

原油、たこ、革靴、コーヒ

ー、シュリンプ及びプロー

ン、スーツ、ごま 

7,758 85.9%

拡大措置により対象と

なった品目② 

めばちまぐろ、灯油、雑豆、

きはだまぐろ、かつお、も

んごういか 

1,101 

 

12.2% 

(措置後の状況①＋②）   8,859 98.1%

例外品目③ 

米及び米調製品、一部水産

品（さば等）、でん粉及び

でん粉調製品、コーンスタ

ーチ用とうもろこし、砂

糖、一部皮革製品 

176 1.9%

合計（①＋②＋③）   9,035 100.0%
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